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 送付表③（年金） 横浜市職員共済組合 

 

 

横浜市役所に採用された方（常勤職員）は、横浜市職員共済組合に加入することになり

ます。そのために、「組合員資格取得届書」及び「年金加入期間等報告書」の提出が必要

となります。記入見本を参照のうえ、期限までに必ず提出して下さい。 
 
提出期限：令和６年２月 14 日（水）必着 
 
なお、提出されない場合、組合員証（健康保険証）の発行ができません。 

また、その間は年金制度未加入者とみなされ、日本年金機構から国民年金第１号被保険

者の手続き及び保険料の納付を求められる可能性があるため、必ず期限までに提出して下

さい。 

よくある QA 

 

Q1 「組合員資格取得届書」の記入方法について 

   ⇒記入例通り、職員番号、氏名、性別、生年月日、個人番号、基礎年金番号、電話番

号、住所（記入日時点）を記入し提出して下さい。 

 

Q２ 「年金加入期間等報告書」の記入方法について 

   ⇒記入例通り、氏名、性別、生年月日、基礎年金番号、年金加入期間、住所（記入日時

点）を記入し提出して下さい。 

 

Q３ 基礎年金番号とは 

⇒日本年金機構が付番する 10 桁の番号です。交付の有無については、以下を参照して

下さい。 

基礎年金番号が交付済みの方（以下に一つでも該当すれば基礎年金番号付番済のため、

添付書類の提出が必要です） 

 平成 1６年 1 月以前生まれの方（令和６年１月現在 20 歳以上の方） 

 厚生年金に加入したことがある（民間会社勤務経験あり） 

 共済年金に加入したことがある（公務員勤務経験あり） 

 私学共済年金に加入したことがある（私立学校勤務経験あり） 

 遺族年金を受けている、受けていたことがある 

 
 
 
 

【提出書類】 

 組合員資格取得届書 

年金加入期間等報告書 

【添付書類】（基礎年金番号交付済の方（※Q2 参照）のみ） 

 基礎年金番号が確認できるものの写し 

（年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書、 

国民年金口座振替額通知書、その他日本年金機構発行の通知類） 

 

組合員資格取得届書・年金加入期間等報告書の記入について 



共済 

 

基礎年金番号が未交付の方（添付書類の提出は不要です） 

 ① 平成 16 年 2～３月生まれの方（令和６年 4 月１日までに 20 歳になる方） 

20 歳になる誕生月（令和６年２～３月）に日本年金機構から基礎年金番号通

知書が交付（基礎年金番号が付番）されます。 

② 平成 16 年 4 月 2 日生まれ以降の方（入庁日時点で 20 歳未満の方） 

入庁後（横浜市職員共済組合加入後）に横浜市職員共済組合から日本年金機構

に共済組合加入資格情報を送ることにより基礎年金番号が付番されます。 

※①②に該当する場合は、「組合員資格取得届書」、「年金加入期間等報告書」の

「基礎年金番号」欄・「年金加入履歴」欄は、空欄のままご提出ください。 

Q４ 基礎年金番号は付番されているはずだが、添付書類（証明書類）が手元にない 

  ⇒お近くの年金事務所にお問い合わせのうえ、入手してください。 

Q５ 年金手帳を勤め先に渡していて手元にない 

⇒「基礎年金番号が確認できるものの写し」は、年金手帳以外に、「基礎年金番号通知書、国民

年金保険料納付書、国民年金口座振替額通知書、その他日本年金機構発行の通知類」の写しを

提出して頂ければ問題ありません。 

  年金手帳以外に確認書類がない等の場合は、速やかにお勤め先と調整し、写しを入手してくだ 

さい。 

※年金手帳または基礎年金番号通知書以外の書類の写しを提出される場合は、氏名と基礎年金

番号の確認ができること。 

例）通知はがき等の写しの場合は、宛先と基礎年金番号印字面の両面の写しが必要です。 

Q６ 加入していた年金制度が分からず、加入期間を記載できない 

⇒お近くの年金事務所で確認できます。また、日本年金機構の「ねんきんネット」に登録する

ことで、確認できます（登録に数日かかる場合があります）。 

年金加入歴が不明で提出期限に間に合わないことがないように、速やかに確認をしてください。 

Q７ 「年金制度」欄の例について 

国民年金      ：自営業・学生・無職・アルバイト等 

第一号厚生年金：民間企業等 

第二号厚生年金：国家公務員 

第三号厚生年金：地方公務員、公立学校教職員等 

第四号厚生年金：私立幼稚園教諭、私立学校教職員等 

Q８ 「加入年月日・脱退年月日」欄について 

⇒「就職した日・退職した日」を記載してください。 

（学生であれば、例えば、「20 歳に到達した日・在学期間の末日」を記載してください。） 

                   ※20 歳に到達した日＝20 歳の誕生日の前日 

Q９ 入庁日時点の住所が決まっていない 

⇒記入日時点の住民票に記載されている住所で提出して下さい。 

  

横浜市職員共済組合ホームページ https://yokohama-kyosai.or.jp/ 
 

（資格取得届書）横浜市職員共済組合 医療福祉課医療給付係 野上 

             TEL045（671）3402  FAX045（641）0915 

(年金加入期間等報告書)横浜市職員共済組合 職員共済課庶務係 南崎・佐土原 

TEL045（671）3369  FAX045（664）5379 


